
議案１ 

大阪京橋駅・大阪ビジネスパーク駅周辺・天満橋駅周辺地域都市再生緊急整備協議会等の構成員の変更

について 

  

【内 容】  

別紙１のとおり 

 

【説 明】  

地方公共団体として構成員であった大阪市交通局が民間事業者である大阪市高速電気軌道株式会社となり、京

阪神ビルディング株式会社が新たに構成員になる。また、他の構成員の組織改正や人事異動等に伴い、大阪京橋

駅・大阪ビジネスパーク駅周辺・天満橋駅周辺地域都市再生緊急整備協議会、協議会会議、部会の構成員を変更

する。 

 

  

議案２ 

 大阪ビジネスパーク駅周辺・天満橋駅周辺地域都市再生緊急整備協議会規約の改正について 

 

【内容】 

 別紙２のとおり 

 

【説明】 

 平成29年8月2日に、都市再生緊急整備地域である大阪ビジネスパーク駅周辺・天満橋駅周辺地域に京橋駅周辺

地区を加えたことにより、大阪ビジネスパーク駅周辺・天満橋駅周辺地域都市再生緊急整備協議会規約の規約名

等を改正する。 

 

なお、今回の議案については、協議会規約第9条の規定に基づく「書面表決」の方法により、ご審議賜るよう

お願い申し上げるものである。 


